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自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム
（Public Medical Hub：PMH）

● PMHのメリット
【医療費助成分野】

マイナンバーカード（マイナ保険証）を医療費助成の受給者証として利用できるようになる

【予防接種・母子保健分野】
マイナンバーカードを接種券・受診券として利用できるようになる

またマイナポータルの活用で接種・健診忘れを防ぐとともに、接種履歴や健診結果が

リアルタイムにマイナポータル上で確認できるようになる

● 補助金について

1/1 株式会社スペースチャート


